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第 1 章 指針策定に当たっての基本的事項 

１ 指針策定の背景 

(1) 国際的な動向 

国連は、昭和２３（１９４８）年、すべての国家と人類が達成すべき人権について

の共通の基準として、「世界人権宣言」を採択し、次いで、昭和４１（１９６６）年、法

的拘束力を持つ「国際人権規約」を採択しました。 

その後も、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に対

するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」など

人権保障のための条約の採択や、特定の分野に焦点を当てた国際年、１０箇年

の行動計画を打ち出すなど、人権擁護のための取組を行ってきました。  

しかしながら、今なお世界各地では、地域紛争、飢餓・貧困による食糧問題、

児童不当労働・人身売買などの人権侵害、難民問題など、解決しなければなら

ない人権問題が数多く存在しています。 

平成５（１９９３）年、ウィーンで開催された世界人権会議では、すべての人権が

普遍的であり、人権が正当な国際的関心事であることが確認され、人権教育の重

要性が強調されました。平成 6（１９９４）年には、人権問題を総合的に調整するた

め国連人権高等弁務官が創設されたほか、第４９回国連総会では、平成７（１９９

５）年から平成１６（２００４）年までの１０年間を「人権教育のための国連１０年」と決

議し、世界のあらゆる国や地域において、「人権という普遍的文化」の構築に向け

て、人権に関する教育啓発活動に積極的に取り組むよう要請しています。 

これを受けて、「人権」が世界の共通語となり、世界各地で人権に関する様々

な取組が進められています。 

さらに、「人権教育のための世界計画」決議が国連総会で採択され、平成１７

（２００５）年１月から同計画が開始されました。この計画は、「人権教育のための国

連１０年」の終了を受けたもので、終了時限を設けずに３年ごとのフェーズ（段階）

にそれぞれ行動計画を策定することとし、第一フェーズ（２００５－２００７年）には初

等中等教育に焦点をあてる行動計画としました。 

 

(2) 国内の取組 

我が国では、「基本的人権の尊重」を基本原理とする日本国憲法の下で、これ

まで、人権に関する様々な制度や施策の充実が図られてきました。 

また、人権を尊重する国際的な流れの中にあって、多くの人権関連条約が批

准されてきました。 

近年においては、「人権教育のための国連１０年」の国連決議を受けて、これに

関わる施策を推進するため、平成９（１９９７）年、「『人権教育のための国連１０年』

に関する国内行動計画」が策定されたほか、同年に施行された「人権擁護施策

推進法」によって人権擁護推進審議会が設置され、人権擁護施策についての調

査審議が行われました。 

その結果、同審議会は、平成１１（１９９９）年、「人権尊重の理念に関する国民

相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関す
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る基本的な事項について」を法務大臣、文部大臣、総務庁長官に、平成１３（２０

０１）年、「人権救済の在り方について」を法務大臣に、それぞれ答申しました。 

また、この間、平成１２（２０００）年には、「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」が制定され、人権教育・啓発に関する理念や国、地方公共団体、国民

の責務などが定められました。 

これらを受け、各地方公共団体では地域の実情に合わせた様々な取組が行わ

れています。 

 

(3) 本市の取組 

本市は、平成１８（２００６）年１月１日に、旧深谷市、旧岡部町、旧川本町及び

旧花園町の４市町の合併により誕生し、人口約１４万８千人でスタートしました。 

その後、平成１９年１２月に策定した「深谷市総合振興計画」において、将来都

市像を「夢を育み 明日に飛翔する 笑顔都市 ふかや」とし、施策の大綱及び

行政分野別計画の一つに、「参画と交流による市民が主役のまちづくり」を掲げ、

その実現のため、「人権を尊重する社会づくり」を施策として位置づけています。 

あらゆる人権問題の解決に向けて、人権に対する理解を深め、人権感覚を身に

付けた市民を育てるため、さまざまな機会を通じて人権教育・啓発を推進するとと

もに、人権相談の充実を図ることとしています。 

人権問題に関連する各分野では、男女共同参画の環境づくり、安心して子ど

もを産み育てられる環境づくり、虐待防止の推進、高齢者の生きがいづくりへの支

援、高齢者にやさしいまちづくり（バリアフリー※（以下、※のついた語句は末尾用 語 解 説参

照 ）・ユニバーサルデザイン※の推進）、障害者へのきめ細かなサービス提供と自

立・社会参加の促進、障害に対する無理解や偏見を解消する取組み、外国籍市

民が地域社会に適応できるような支援など、すべての市民が暮らしやすいまちづ

くりを進めるため、市民のニーズに対応した施策の実施に努めています。 

 

２ 指針策定の趣旨 

２１世紀は「人権の世紀」と言われています。この言葉は、「人権のないところに

平和は存在し得ない」という人類の幸福実現への願いによるものです。 

国際社会において人権擁護に向けた取組が広がりを見せる中、国内でも「『人

権教育のための国連１０年』に関する国内行動計画」の策定、「人権擁護施策推

進法」、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の制定、「人権教育・啓

発に関する基本計画」の策定など、人権尊重の社会を築くための取組が行われ

ています。 

こうした中で、本市にとって、人権教育やさまざまな機会を通じた啓発等を通し

て、すべての市民の基本的人権が尊重される地域社会の実現を目指す施策を

推進し、主体的に「人権を尊重する社会づくり」に取り組んでいくことが重要な課

題となっています。 

このため、本市が取り組むべき人権施策推進の基本理念を明らかにするととも

に、人権施策の基本的方向性を示すため、本指針を策定しました。 
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３ 指針の位置付け 

本指針は、深谷市総合振興計画が掲げる「参画と交流による市民が主役のま

ちづくり」に向けて本市が取り組むべき人権施策の方向性を表したものです。 

第２章で掲げる「基本理念」は、人権施策推進についての基本的な考え方を

示したものです。 

また、第３章「人権施策の基本的方向性」の中の「共通施策の方向性」で掲げ

る４項目は、すべての行政分野で取り組んでいくべき人権施策としての方向性を

示したものであり、「分野別施策の方向性」で掲げる６項目は、人権問題に対する

取組の方向性を示したものです。 

 

４ 目標年次 

人権施策を実施するためには、長期的視点に立ち、持続的に取り組んでいく

必要があることから、概ね平成２８（２０１６）年までの１０年間を見通したものとしま

す。 

なお、社会情勢の変化や市の総合振興計画等の上位計画策定・改訂等を踏

まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

第２章 基本理念 

本市の人権施策推進についての基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 幼児、児童・生徒、成人など、それぞれのライフステージ※に配慮しなが

ら、効果的な人権教育を推進します。 

 

○ さまざまな機会を通じた講演会や講座の開催、人権擁護活動の充実な

ど、人権意識の高揚に努めます。 

 

○ 相談しやすい体制の整備を進めるとともに、問題解決に向けた相談者へ

の支援に努めます。 
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第３章 人権施策の基本的方向性 

１ 共通施策の方向性 

(1) 人権尊重の視点に立った施策の推進 

深谷市総合振興計画が掲げる「夢を育み 明日に飛翔する 笑顔都市 ふか

や」のためには、地域社会を構成するすべての人が、人権尊重の理念に対する

理解を深め、実践していくことが大切です。 

市は、地域づくりを担う立場から、人権尊重の理念を地域社会に普及させ、あ

らゆる分野で人権尊重の視点に立った施策を推進します。 

 

(2) 人権教育・啓発の推進 

人権尊重の地域社会を築いていくためには、一人ひとりが人権の意義と共存

の重要性を理解し、各人が持つ多様性を尊重していくことが重要です。 

市は、すべての人が、常に人権尊重の意識を持ち、互いの人権について正しく

理解し尊重し合えるよう、個人のライフステージに合わせた人権教育・啓発を推進

します。 

また、人権教育・啓発の実施に際しては、一人ひとりの心の在り方に密接に関

わっているため、個人の主体性を尊重し中立的立場で行うとともに、学校、地域、

家庭、職場など様々な場を通じて、人権問題についての知識や理解を深め、そ

れらの解決に向け、態度や行動で実践していけるよう努めます。 

 

(3) 相談・自立支援体制の充実 

人としての生涯の中では、だれもが、時として苦しみや悩みを抱え、予期せず

偏見や差別に出会うことがあります。 

市は、一人ひとりの人権が尊重され、だれもが安心して快適に生活を送ること

ができるよう、子どもや高齢者に対する虐待、ドメスティック・バイオレンス、セクシュ

アル・ハラスメント、いじめなど、人権問題に関する多様なニーズに対する相談体

制の充実や解決のための支援に努めます。 

また、個人の権利擁護や人権侵害の予防のため、国の人権擁護機関、関係

行政機関、学校、事業者、ＮＰＯ※・ＮＧＯ※などの各種団体と十分な連携を図りな

がら、自立支援体制の充実に努めます。 

 

(4) 市民等の参画による人権施策の推進 

市民が抱える人権問題の内容は、悩み事から生命に関わることまで広範囲に

わたり、複雑・多様化しており、問題を取り巻く環境により対応もそれぞれ異なりま

す。 

市は、時代や社会の変化に応じて人権教育・啓発、相談体制、自立支援体制

などの人権施策を効果的に実施するとともに、新たな人権問題に的確に対応し

ていくため、市民、事業者、ＮＰＯ・ＮＧＯなどの各種団体と連携、協働して人権施

策を推進します。 
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２ 分野別施策の方向性 

人権問題について、市の取組の方向性を示します。 

(1) 子どもの施策 

平成元（１９８９）年に国連で「児童の権利に関する条約」が採択され、平成６（１

９９４）年に我が国もこの条約を批准しました。しかし、現在多くの子どもたちが、国

家間・民族間の武力紛争、貧困や環境破壊等によって、絶えず生命・安全を脅

かされています。国内においては、少年非行の凶悪化、児童虐待、体罰、児童ポ

ルノ、買春等の子どもの人権を侵害する行為が大きな社会問題となっています。

学校では、暴力行為やいじめ、不登校の問題等が依然として憂慮すべき状況に

あります。 

こうした中、社会全体が一体となり、子どもの人権を大切にする社会を形成する

ことが重要な課題となっています。 

【主要施策の方向性】 

① 子育て家庭に対する支援の充実 

育児の相談・支援体制の充実を図るとともに、子育ての仲間づくりを促進しま

す。また、子育て家庭に対する経済的支援の充実に努めます。 

② 保育サービスの充実 

保育所の待機児童の解消を図るとともに、保護者のニーズに対応した多様な

保育サービスの充実に努めます。また、学童保育の充実を進めます。 

③ 子どもが健やかに育つ環境づくり 

子どもの交流機会の充実に努めるとともに、虐待防止に取り組みます。 

④ 青少年健全育成の環境づくり 

地域ぐるみで社会環境浄化活動や非行防止活動等に取り組んでいくよう支援

に努めます。 

⑤ 地域の教育力の向上 

地域社会において、世代間交流を推進しながら、子どもを教育していけるよう、

連帯意識の向上を図ります。 

⑥ 青少年活動の促進 

青少年がさまざまな体験活動やボランティア活動等を重ね、たくましく成長して

いくよう、リーダーを育成しながら、その自主的な活動を促進します。 

 

(2) 女性の施策 

男女の平等について、憲法では政治的、経済的又は社会的関係における性

差別が禁止されていますが、現実を見ると、今なお固定的な性別役割分業意識

が残っており、そのことが女性の社会参画への妨げとなっています。 

また、近年、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなど女性に

対する人権侵害が顕在化し社会問題となっています。 

国では、このような問題に対処するため、「男女が、互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男

女共同参画社会」の実現を最重要課題とし、平成１１（１９９９）年６月に「男女共
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同参画社会基本法」を公布・施行し、翌年１２月には「男女共同参画基本計画」

を策定し、男女共同参画社会の形成促進に向け施策を着実に推進しています。  

本市においても、深谷市勤労者家庭支援施設（Ｌ・フォルテ）を拠点として、勤

労者の職業生活と家庭生活の調和及び男女共同参画社会の実現に努めていま

す。 

【主要施策の方向性】 

① 男女共同参画の環境づくり 

男女共同参画に関する意識啓発や職場環境の整備、子育てや介護の社会的

支援の充実など、男女共同参画の環境づくりを進めます。また、ドメスティック・バ

イオレンス等の女性に関する人権侵害の防止に努めます。 

② 男女共同参画の推進 

男女共同参画プランを策定し、女性がそれぞれの個性に応じて能力を発揮で

きるよう参画の機会の拡充を図るとともに、市民活動の支援に努めます。 

 

(3) 高齢者の施策 

本市の人口は、平成１８年１月１日の合併時点で、１４８，３５９人であり、このうち、

６５歳以上の高齢者人口は２６，４２３人で、高齢化率※１７．８％の高齢社会※とな

っています。 

人口の高齢化は今後更に進み、平成２７（２０１５）年には２４．３％に達し、超高

齢社会※を迎えると予測されています。 

こうした中で、高齢者が豊かに生きられるよう尊重するとともに、様々な地域活

動への参画の機会を更に拡充させていく必要があります。 

市では、高齢者が自立した生活を送り、住み慣れた地域で居住し続けることが

できるよう、介護予防や在宅福祉サービス、高齢者福祉施設などの充実を図ると

ともに、社会参加や地域間・世代間の交流を促進するなど、高齢者の生きがいづ

くりや健康づくりを支援します。 

【主要施策の方向性】 

① 介護・福祉サービスの充実 

高齢者が自立し、住み慣れた地域で健康で安心した生活を送ることができるよ

う、各種福祉サービスの充実や介護保険の円滑な提供に努めます。 

② 生きがいづくりの支援 

元気な高齢者が健康を維持し、長い人生で培った経験や知識を生かし、地域

社会に参加しながら生きがいを持って暮らしていけるよう支援に努めます。 

③ 暮らしやすい環境づくり 

高齢者が安心して生活できる環境づくりに努めます。 

④ 雇用の安定 

職業能力の開発を支援しながら、高齢者や若年層に重点をおいて就労を促

進します。 

⑤ 防災体制の確立 

地域住民による自主防災体制を充実しながら、防災訓練等を通じて地域全体
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の防災組織の強化を図ります。また、防災施設の整備、災害時の応急体制の確

立等に努めます。 

 

(4) 障害者の施策 

国際的な動きや国・県の施策の方向性は、「ノーマライゼーション※」の理念に

基づき、障害のある人もない人も、安心して快適に暮らすことのできるユニバーサ

ルデザインやバリアフリーの環境づくりを求めています。 

障害者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で生涯を安心・安全に暮らせるよう

なまちづくりを目指していきます。 

【主要施策の方向性】 

① 障害者の自立促進 

相談・支援の充実により、必要なサービスを障害者が受けられるように、生活の

場の確保、在宅福祉サービスの充実や就労の支援を推進します。 

② 障害者の社会参加の促進 

市民に対して、障害についての理解を求めながら、生涯のある方も積極的に参

加できる行事の開催や、歩道、建物の段差の解消など、環境の整備を進めます。 

③ 歩行空間等の安全性の向上 

歩行者の安全確保のため、歩道のバリアフリー化を推進するとともに、歩道の

設置を進めます。 

④ ユニバーサルデザインの推進 

公共施設、行政サービスや情報のユニバーサルデザイン化を推進します。 

⑤ ユニバーサルデザインの普及 

市民や民間事業者等にユニバーサルデザインの考え方を普及・啓発するととも

に、不特定多数の市民が利用する施設等のユニバーサルデザイン化を促進しま

す。 

 

(5) 同和問題の施策 

同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題です。昭和４

０（１９６５）年の同和対策審議会答申における、同和問題の早急な解決が「国の

責務であり、同時に国民的課題である」との基本認識の下、この問題の解決に向

けて、環境改善事業、個人施策事業や教育・啓発事業に取り組むとともに、学識

経験者や運動団体の代表で組織する同和対策事業審議会や運動団体との意

見交換の場を設置し、同和問題の解決に努めてきました。 

こうした取組により、同和問題に対する偏見や差別意識は解消されつつありま

すが、最近の人権・同和問題に関する意識調査の結果からも、完全に払拭され

た状況には至っていません。 

今後とも、市民一人ひとりの人権意識を高め、同和問題に対する正しい理解と

認識を深め、差別を許さない心を育む教育・啓発事業などに取り組みます。  

【主要施策の方向性】 

① 意識調査の実施 
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市民の人権意識の状況を把握し、人権教育・啓発推進の基礎資料とします。 

② 人権・同和教育及び啓発の推進 

同和問題に対する正しい理解と認識を深め、偏見や差別をなくすための人権・

同和教育及び啓発を推進します。 

③ 人権相談体制の充実 

人権を擁護するため、人権相談体制の充実を図ります。 

 

(6) その他の人権施策 

このほか、「外国人」、「ＨＩＶ感染者等」、「犯罪被害者やその家族」、「アイヌの

人々」、「インターネット上の差別的情報の掲示」などの人権に関わる問題がありま

す。 

市は、これらの問題についても、その解決に向け、関係機関等と連携、協働し

て取り組みます。 

 

第４章 推進体制 

１ 庁内「人権施策推進会議」の設置による人権施策の総合的推進 

近年、人権問題は、複雑・多様化しており、これらの解決のためには庁内の各

担当ごとの専門的な対応とともに、関連する担当間の柔軟性のある幅広い連携

が必要になっています。 

また、人権教育・啓発の効果的な実施や相談・自立支援体制の充実に向け、

全庁的に取り組んでいくことが課題となっています。 

市は、こうした課題について検討、協議する庁内組織として「深谷市人権施策 

推進会議」を設置し、総合的に人権施策を推進します。 

 

２ 国・県・近隣市町村、民間団体等との連携 

人権施策の推進に当たっては、国、県並びに近隣市町村等の行政機関及び

民間団体等との緊密な連携を図り、相互の協力体制を強化した幅広い取組が必

要です。 

このため、法務省（さいたま地方法務局）や埼玉県人権擁護委員連合会ととも

に設立した「埼玉県人権啓発活動ネットワーク協議会」をはじめ、人権に関わる機 

関と連携・協力して人権に関する取組を推進するとともに、市民、ＮＰＯ、企業な

どとの連携を図ります。 
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第第第第３３３３章章章章    人権施策人権施策人権施策人権施策のののの基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向性性性性    

第第第第２２２２章章章章    基本理念基本理念基本理念基本理念    

○ 幼児、児童・生徒、成人など、それぞれのライフステージに配慮しなが

ら、効果的な人権教育を推進します。 

○ さまざまな機会を通じた講演会や講座の開催、人権擁護活動の充実な

ど、人権意識の高揚に努めます。 

○ 相談しやすい体制の整備を進めるとともに、問題解決に向けた相談者

への支援に努めます。 

 

深谷市総合振深谷市総合振深谷市総合振深谷市総合振興計画興計画興計画興計画（（（（上位計画上位計画上位計画上位計画））））    

－参画と交流による市民が主役のまちづくり－ 

深谷市人権施策推進指針深谷市人権施策推進指針深谷市人権施策推進指針深谷市人権施策推進指針    体系図体系図体系図体系図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 子どもの施策    ① 子育て家庭に対する支援の充実   ② 保育サービスの充実 

③ 子どもが健やかに育つ環境づくり   ④ 青少年健全育成の環境づくり 

(2) 女性の施策     ① 男女共同参画の環境づくり   ② 男女共同参画の推進 

(3) 高齢者の施策   ① 介護・福祉サービスの充実   ② 生きがいづくりの支援 

③ 暮らしやすい環境づくり     ④ 雇用の安定   ⑤ 防災体制の確立 

(4) 障害者の施策   ① 障害者の自立促進   ② 障害者の社会参加の促進 

③ 歩行空間等の安全性の向上   ④ ユニバーサルデザインの推進 

⑤ ユニバーサルデザインの普及 

(5) 同和問題の施策  ① 意識調査の実施  ② 人権・同和教育及び啓発の推進 

③ 人権相談体制の充実 

(6) 他の人権施策   ①外国人   ② ＨＩＶ感染者等   ③ 犯罪被害者やその家族 

④ アイヌの人々   ⑤ インターネット上の差別的情報の掲示 など 

 

 

 

 

 

１ 共通施策の方向性 

(1) 人権尊重の視点に立った施策の推進   (2) 人権教育・啓発の推進   (3) 相談・自立

支援体制の充実   (4) 市民等の参画による人権施策の推進 

○ 庁内「人権施策推進会議」の設置による人権施策の総合的推進 

○ 国・県・近隣市町村、民間団体等との連携 

２ 分野別施策の方向性 

第第第第４４４４章章章章    推進体制推進体制推進体制推進体制    
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用語解説   

 あ行  

 

ＮＧＯ（４ページ） 

Non-Governmental-Organization（非政

府組織）の略。もともと国連に指定された国際的

民間団体を指したが、現在では広く市民団体全

般のこと。 

 

ＮＰＯ（4 ページ、8 ページ） 

Non-Profit-Organization（非営利団体）の

略。一般的には「営利を目的としない民間組織」

の総称 

 

 か行  

 

高齢化率（６ページ） 

６５歳以上の高齢者が総人口に占める割合 

 

高齢社会（６ページ） 

高齢化率が１４％以上、２１％未満の状態 

 

 さ行  

 

セクシュアル・ハラスメント（4 ページ、5 ページ） 

sexual-harassment。「性的いやがらせ」の

ことで、「セクハラ」は略語 

 

 た行  

 

超高齢社会（６ページ） 

高齢化率が２１％以上の状態 

 

ドメスティック・バイオレンス（4 ページ、5 ページ、

６ページ） 

domestic-violence。夫や恋人など親密な

関係にある男性から女性への暴力 

 

 

 

 な行  

 

ノーマライゼーション（7 ページ） 

normalization。障害者が、可能な限り家族

や市民が生活する地域社会の中で共に生活し、

すべての市民と同じように一人の市民として暮ら

していける社会の実現を目指し、また、お互いの

個性を認め合い、補い合い、支え合うことができ

る「共に生きる社会」の実現を目指すという考え方 

 

 は行  

 

バリアフリー（2 ページ、7 ページ） 

barrier-free。公共の建築物や道路、個人の

住宅等において、高齢者や身体障害児（者）等

の利用にも配慮した設計のこと。具体的には、車

いすで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差

の解消、手すり・点字の案内板の設置等が挙げら

れ、より広くは、障害者の社会参加を困難にして

いる社会的、制度的、心理的なすべての障壁（バ

リア）の除去のこと。 

 

 や行  

 

ユニバーサルデザイン（2 ページ、7 ページ、9

ページ） 

universal-design。年齢、性別、身体、国籍

など人々が持つ様々な特性の違いを越えて、は

じめからできるだけすべての人が利用しやすいよ

うに配慮して、施設、建物、製品、環境、行事等

をデザイン（計画・実施）していこうとする考え方 

 

 ら行  

 

ライフステージ（3 ページ、4 ページ、9 ページ） 

life-stage。生活段階又は人生段階。人の一

生を乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年

期などと分けたおのおのの段階 
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